
  

 

宅地造成工事申請手数料 
 

（令和７年４月 1 日現在）                      （単位：円） 

 

 

 

 

      種別 

面積 

宅 地 造 成 工 事 

許可申請 変更許可申請 

0.05ha 以内  14,000 1,600 
変更許可申請 1件につき、次に掲げる額を合算

した額(その額が 463,000 円を超えるときは、

463,000 円) 

 

(1) 宅地造成に関する工事の設計の変更((2)

に規定する変更のみに該当する場合を除く。)

については、変更前の切土又は盛土をする土地

の面積((2)に規定する変更がない場合であっ

て、切土又は盛土をする土地の縮小を伴うとき

にあっては、縮小後の切土又は盛土をする土地

の面積)に応じ、宅地造成工事変更許可申請手

数料の目に定める額 

 

(2) 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅

地造成に関する工事の設計の変更については、

当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に

応じ、宅地造成工事許可申請手数料の目に定め

る額 

 

(3) その他の変更については、12,000 円 

 

0.05～0.1  25,000 2,900 

0.1～0.2  37,000 4,000 

0.2～0.5  55,000 6,100 

0.5～1.0  77,000 8,700 

1.0～2.0 124,000 13,000 

2.0～4.0 194,000 20,000 

4.0～7.0 279,000 30,000 

7.0～10.0 373,000 40,000 

10.0haを超える 463,000 50,000 

宅地造成工事許可等証明申請手数料 600 


